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＜対策のポイント＞
社会的課題に対応する農林⽔産・⾷品分野の国際標準化の議論に積極的・戦略的に関与する取組を実施するとともに、社会的課題への対応に寄与する

新たなJAS等の規格の活⽤・啓発に向けた取組や、これらの分野の新規規格の制定等を推進します。

＜事業⽬標＞
○ 農林⽔産・⾷品分野において我が国が強みを有する技術・取組を国際標準に反映
○ JAS規格の制定件数（91件［令和５年］→100件［令和12年まで］ ）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．国際標準の議論への積極的・戦略的な関与 6百万円 (前年度 4百万円)
① ISOにおける国際標準化の議論に積極的・戦略的に対応するため、国際標準
化機構（ISO）における「スマート農業」に関連する国際標準化の議論の動向
を把握し、国内関係者と共有します。

② ISOに設置されたスマート農業関連の専⾨委員会等に対応するための国内体
制を整備し、我が国の強みのある分野における新たなJASの制定やISO提案に
ついての戦略を検討します。

２．社会的課題に対応する規格等の活⽤・普及推進調査事業
8百万円 (前年度 ８百万円)

① 持続可能な⾷料システムに貢献するJAS等の規格について、認証製品の取
扱いの具体的な意義等について事例収集し、これらの規格の認知度向上・普
及のための素材を作成します。

作成素材を活⽤したセミナー等を開催し、流通・⼩売業者等に規格の意義や
効果等をPRする取組を⾏います。あわせて、規格の認証事業者等が消費者に
対しこれらの規格をPRする取組を推進します。

② ⽣産者・⾷品事業者を対象として、規格・認証の意義・機能・効果等を理解
し、普及できる⼈材の育成のための研修会を実施します。

③ 社会的課題への対応に寄与する新規規格のニーズ・シーズを収集するとともに、
それを踏まえた新規規格の制定等の取組を推進します。

［お問い合わせ先］⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品製造課基準認証室（03-6744-2098）

【令和８年度予算概算要求額 14百万円（前年度 12百万円）】

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等
委託

優良事例の収集
普及素材の作成

研修会による普及・啓発、
各社でのPR
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（１、２の事業）

１ー１．社会的課題に対応する農林⽔産・⾷品分野の国際標準化・規格活⽤推進事業
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．⾷品添加物等の規制調査

令和６年度で作成した保存料等の早⾒表（⽤途、使⽤基準、規格等）等の規
制情報の改正状況についてフォローアップをし最新情報に更新等を⾏います。

２．早⾒表等の活⽤促進等相談体制の整備

添加物等の規制情報を整理した早⾒表等の有効活⽤に向けて、⾷品製造事業
者等に対し代替添加物利⽤に関する知⾒の共有等に加え、その他の⾷品関連規
制（包装材、⾷品表⽰、⾷品安全等）に関する課題解決を⽀援するため、加⼯
⾷品輸出に関する添加物や包装材等の⾷品規制に係る相談体制を整備します。

事業者アンケート（2023年7⽉実施）

２.早⾒表等の活⽤促進等相談体制の整備

・早⾒表活⽤の相談対応
・出張相談の実施

・添加物について⾃社製品の条件（物性・⽔分値・ｐH値等）
により、代替添加物の機能発現具合が異なるため、ひとつひとつ
の検証が⼤変。
・包装材についてEUの包材規制やプラスチック削減条約により従
来の容器包材が使えなくなる。
・⾷品表⽰について国や地域ごとに細かい規定があり個別対応
が求められる。

１ー２． 新事業創出・⾷品産業課題解決に向けた⽀援のうち
加⼯⾷品の国際標準化事業

＜対策のポイント＞
国内で使⽤が認められている⾷品添加物等は、他国で使⽤が認められていない場合があり、添加物や国・地域等ごとに代替添加物を検討するため、使⽤基

準等の情報整理が必要です。さらに添加物等の規制内容は頻繁に改正がされているため、最新の規制情報を把握することが必要となっています。これらの規制
情報を整理した早⾒表等について最新情報への更新等を⾏うとともに、その活⽤を促進することにより、他国で認められている添加物等への切り替えを⾏いやす
くしたり、包装材や⾷品表⽰等⾷品規制の相談体制を整備することにより輸出拡⼤に繋げます。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［令和12年まで］ ）

＜事業の流れ＞

国
⺠間団体等

（⺠間事業者、⼀般社団法⼈
等含む）定額

［お問い合わせ先］⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品製造課（03-6744-2068）

【令和８年度予算概算要求額 10百万円（前年度 ７百万円）】

保存料等の
規制情報の更新等

１.⾷品添加物等の規制調査

25％(第5位)
29％(第3位)

37％(第2位)

包装材規制
表⽰規制

添加物規制加⼯⾷品の輸出に向けた課題

加⼯⾷品の輸出に向けた課題例

２



＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．業種横断型技術開発実証事業 72百万円（前年度 23百万円）

省⼒化等⽣産性向上に資する新たな技術の開発に向けて、⾷品企業や機
械メーカー、試験研究機関、スタートアップ等の関係者が連携して⾏う業種横断
的プロジェクト（データフォーマットの標準化等）について、事業の着⼿に向けた
体制作りから技術開発までをプロジェクトの進展段階に応じて総合的に⽀援し
ます。
２．⽣産技術⼈材育成推進事業 30百万円（前年度 15百万円）

⾷品企業⽣産性向上フォーラムの下、⼈材カリキュラムの充実、既存の⼈材
育成拠点と連携した研修の場（機会）の整備・全国展開、研修講師の育成
等を通じた、省⼒化技術の導⼊適否を主体的に判断できる⽣産技術⼈材の
育成システムを構築します。
３．飲⾷業労働⽣産性向上推進事業 88百万円（前年度 － ）

① ⾷品企業の中でも特に低い飲⾷業の労働⽣産性を向上させるため、
飲⾷事業者に対する専⾨家派遣による伴⾛⽀援を実施します。

② 優良事例の横展開や飲⾷事業者間での協調した取組を進めるための
情報交換会の開催を⽀援します。

＜事業の流 れ＞

準備フェーズ

＜対策のポイント＞
⾷品産業の省⼒化投資を促進するため、新たな技術の開発に向けて、⾷品企業、機械メーカー、スタートアップ等が連携して⾏う業種横断的プロジェクトを⽀

援するとともに、⾷品企業における⽣産技術⼈材の育成システムを構築します。また、中⼩事業者が多い飲⾷業において、専⾨家派遣による伴⾛⽀援を⾏うと
ともに優良事例の横展開や飲⾷事業者間での協調した取組を進めるための情報交換会の開催を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ ⾷品製造業の労働⽣産性向上（24％［令和11年度まで］）
○ 飲⾷業の労働⽣産性向上（35％［令和11年度まで］ ）

令和８年度予算概算要求額 190百万円（前年度 38百万円）

１ー３．⾷品産業の省⼒化投資促進事業

［お問い合わせ先］(１、２の事業)⼤⾂官房新事業・⾷品産業部 ⾷品製造課 (03-6744-2089)
(３の事業) 外⾷・⾷⽂化課 (03-6744-2053）

１．業種横断型技術開発実証事業

試験
機関

研究
機関

⾷品
企業

機械
メーカー

SIerスタート
アップ

⼤学

協調領域の選定

⽬標設定

検討項⽬設定

実証実験の検討

実証実験の実施

結果の検証

実証フェーズ

協調領域における
業種横断的プロジェクト

⾷品
企業

個社バラバラ
の開発

開発費が割⾼
技術開発の遅れ

⾷品業界全体へ新技術を横展開
委託

⺠間団体等
定額、1/2

（２の事業）
国

⺠間団体等

3．飲⾷業労働⽣産性向上推進事業
・ 専⾨家による⽣産性向上の伴⾛⽀援

－現状の課題分析
－省⼒化や労働⽣産性が向上する導⼊機器
の選定

－機器導⼊後の活⽤法の提案

調理ロボット モバイルオーダー
・セルフレジ

在庫管理・販売管理
システム

2．⽣産技術⼈材育成推進事業
機械メーカー

SIer
関係団体

⾦融機関

研究機関⾷品企業
⾷品企業

⽣産性向上フォーラム

既存の拠点と連携
した機会の創出

既存の専⾨⼈材
を活⽤した指導

⾷品企業⽣産性向上フォーラムの下で
⼈材育成システムを構築

（１、３の事業）

３



＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．地域連携推進⽀援プラットフォーム事業 89百万円（前年度 24百万円）

地域連携推進⽀援プラットフォームの設置・運営・情報発信を⾏うとともに、専⾨家派
遣等を通じた地域連携推進⽀援コンソーシアムの伴⾛⽀援や、コーディネーターの配置等
による異分野のマッチング⽀援を⾏います。

２．地域型⾷品企業等連携促進事業 197百万円（前年度 66百万円）
① 地域⾷料システムプロジェクト推進事業

都道府県が⾏う、コンソーシアムの設置、⾷品事業者・農林漁業者と関連業種等との
連携などによる新しい⾷品ビジネスを創出するための課題検討の場の設定、地域戦略マッ
チングの実施、相談体制の整備等の経費を⽀援します。

② 新規プロジェクト⽀援
新たなビジネスを創出するプロジェクト（試作品開発・販路開拓等）や⾷料システムの持

続性向上に資する地域の⾷品企業等の協調事例を⽣み出す取組を⽀援します。
③ 地域の⾷材安定利⽤拡⼤の⽀援

外⾷産業での国産⾷材の利⽤拡⼤を図るため、品種選択・試験栽培から中⻑期にわた
る契約栽培まで地域の飲⾷事業者等による⽣産者等との連携した取組を⽀援します。
３．広域産地連携⽀援事業 25百万円（前年度 18百万円）

⾷品原材料の安定調達に向け、地域を超えた産地連携の促進のため、⾷品事業者
や農業者のほか、種苗会社、機械メーカー等の協⼒で構成される「産地連携フォーラム」
において、農業者等の理解醸成と⾷品事業者の⽣産技術等に関する知識向上の取組
とともに、有望案件に対し個別に産地連携のための実務家派遣の取組を⾏います。

１ー４．地域の持続的な⾷料システム確⽴推進⽀援事業

１．地域連携推進⽀援プラットフォーム
（事務局︓⺠間団体）

２．地域連携推進⽀援
コンソーシアム

⾷料システム法に基づく計画の実⾏

３．産地連携フォーラム
（事務局︓⺠間団体）（事務局︓都道府県）

理解醸成

技術的知識
向上の⽀援

実務家派遣

⾷品事業者

⽣産者

フォーラム

広域連携地域内連携

地域戦略
マッチングの実施

新しい⾷品
ビジネス創出

相談体制の整備 広域的な連携案件の創出

優良事例の横展開や
情報発信

コーディネーターによる
ニーズの掘り起こし・分析や
異分野のマッチング

試作品開発・
販路開拓等に

よる新規プロジェクト
創出

地域の飲⾷事業者
等による⽣産者等と

の連携

連携

⾷料システム法における「連携⽀援計画」に基づく事業活動等

専⾨家（⾷品バイヤー・
輸出アドバイザー等）

の派遣

コンソーシアムの⽴ち上げ・⾃⾛の伴⾛⽀援や情報発信

地域内・広域で連携⽀援し、⾷品事業者の事業活動を促進し、⾷料システム法に基づく計画を作成

＜事業の流れ＞

⺠間団体等
定額

⺠間団体等
委託

（1.3の事業）

（２①・②の事業）
定額 １/２

国 都道府県

持続的な⾷料システムの確⽴

⺠間団体等
定額

（２③の事業）

令和８年度予算概算要求額 311百万円（前年度 108百万円）

＜対策のポイント＞
「地域連携推進⽀援プラットフォーム」を通じて、地域のコンソーシアム等の⽴ち上げ・⾃⾛の伴⾛⽀援等を⾏いつつ、新たなビジネスの創出や地域の⾷材の
安定利⽤の拡⼤等の地域内連携、実務家派遣等を通じた広域連携の取組等を⽀援し、⾷料システム法に基づく⾷品事業者の事業活動を促進します。

＜事業⽬標＞
○ ⾷品等の持続的な供給を実現するための⾷品事業者による取組数（1,000件［令和12年度まで］）
○ 地域連携推進⽀援コンソーシアムで創出された新たなビジネス数（94件［令和11年度まで］）

安定取引関係
確⽴事業活動

流通合理化
事業活動

環境負荷低減
事業活動

消費者選択
⽀援事業活動

［お問い合わせ先］
（03-6744-2063）⼤⾂官房新事業・⾷品産業部企画グループ（下記以外の事業）
（03-6744-2089）⾷品製造課（３の事業）
（03-6744-2053）外⾷・⾷⽂化課（２③の事業） ４



２ー１．グローバル産地づくり推進事業のうち
コミュニティ形成等⽀援事業 令和８年度予算概算要求額 143百万円（前年度 143百万円）

＜対策のポイント＞
輸出産地等の裾野を広げ、海外市場に繋げるため、GFP（農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト）を活⽤した伴⾛⽀援、交流イベントの開催、輸出⼈材の
育成・ニーズに合った輸出⼈材の確保等の実施、GFPコミュニティサイトの運営、加⼯⾷品の輸出強化等を⾏います。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［令和12年まで］）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等
委託

１．GFPの活動取組の強化 80百万円（前年度90百万円）
地域の「稼ぎ」や⼈材の呼び込み等、地⽅創⽣につながる輸出を推進すると
ともに、輸出産地等の裾野を広げ海外市場に繋げるため、GFPを活⽤した産
地・事業者への輸出診断とそのフォローアップ、商流構築等、多様化する輸出
事業者のレベルに応じた伴⾛⽀援、交流イベントの開催、GFPコミュニティサ
イトの運営、⼈材育成機関と連携した輸出に関する知⾒やマインドを有する⼈
材の育成や、関係省庁や⺠間団体と連携した⼈材マッチングや情報発信等を
通じ、ニーズに合った輸出⼈材の確保等を実施します。

【１. GFPの活動取組強化】

〈GFPとは〉
Global Farmers / Fishermen / Foresters / Food Manufacturers 

Project の略称で、輸出意欲のある産地・事業者のコミュニティ形成等をオールジャパ
ンで⽀援するプロジェクト

(圃場の視察)

伴⾛⽀援 GFPコミュニティサイト ⼈材育成等

(研修でのグループディスカッション)

〜輸出産地等の裾野を広げるためのGFPコミュニティ形成等⽀援〜

(GFP会員向け利⽤メニュー)

［お問い合わせ先］ （１の事業） 輸出・国際局輸出⽀援課（03-6738-7897）
（２の事業）新事業・⾷品産業部⾷品製造課（03-6744-2068）

【２.加⼯⾷品の輸出強化】

２．加⼯⾷品の輸出強化 63百万円（前年度 53百万円）
加⼯⾷品の輸出拡⼤に向けて、輸出先国・地域の規制や市場状況、事例

等の調査・分析を⾏い、賞味期限延⻑対応、代替⾷品添加物や包材、表⽰
等の諸外国規制対応のほか、具体的な商流構築、輸出有望⾷品や新たな
マーケットの発掘、リスク等も考慮した輸出戦略等、課題解決に向けた取組を
品⽬横断的に⽀援します。

〈加⼯⾷品部会〉

５



＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．JFS規格の国際標準化⽀援
① ⽇本発の⾷品安全マネジメント規格であるJFS規格の国際標準としてのステータス
の維持・向上のため、規格承認機関であるGFSI（世界⾷品安全イニシアティブ）が
主催する会議等における情報収集、GFSIが講じる新たな承認要件に対応する規格
の検討・策定に必要な取組みを⽀援します。

② ⾷品の輸出事業者や⾷品⾏政関係者等に、国際標準であるJFS規格の認知度
と理解の向上を図るためのセミナーの開催を⽀援します。
さらに、現地においてJFS規格のニーズの開拓及び規格認証へのアクセス向上を図る

ため、審査等を⾏う認証機関・⼈材の育成等を⽀援します。

２．JFS規格の活⽤拡⼤⽀援
輸出潜在⼒の⾼い国内の中⼩事業者の海外展開に資するJFS規格の活⽤を推

進するために、⾷品安全マネジメントに関する知識等の事業者への定着・涵養に必要
な⼈材を育成する研修会の開催を⽀援します。

令和８年度予算概算要求額 22百万円（前年度 32百万円）
＜対策のポイント＞

加⼯⾷品の輸出の拡⼤に資する⽇本発の⾷品安全マネジメント規格の国際標準化の環境整備を⽀援します。
また、中⼩事業者等による国際標準の⾷品安全マネジメントの活⽤をサポートする⼈材育成の取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［令和12年まで］）

［お問い合わせ先］⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品製造課原材料調達・品質管理改善室 （03-3502-5743）

２ー２．グローバル産地づくり推進事業のうち
規格・認証を活⽤した加⼯⾷品の輸出環境整備事業

＜事業の流れ＞

国
定額

⺠間団体等

輸出機会の拡⼤

更新規格の策定

海外発の規格との連携

セミナー

⼈材育成のための研修会

GFSI

国際会議での情報収集

国際標準化⽀援

規格の活⽤⽀援

規格の認知度向上

６



＜対策のポイント＞
輸出拡⼤に向けた環境を整備するため、輸出実績の向上に貢献するJAS等の国際標準化や農業・⾷品産業分野における国際標準の活⽤に向けた体制
整備等を推進します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［令和12年まで］）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．ISO及び諸外国の国際標準化状況調査
ISOや諸外国の国際標準化の状況や、新たにJASを制定すべき分野、ISO提案
を⾏う分野について調査を実施し、新規JAS及び国際標準化の検討を⾏います。

２．国際規格の制定等
JAS等の国際標準化に向け、国際標準化戦略の検討、技術的データの収集、

関係者間の合意形成、海外との調整・調査等を実施します。

３．国際標準化等にかかる専⾨⼈材の育成
⺠間企業等において、国際規格⽂書の作成・解釈や国際会議での交渉に精通

した専⾨⼈材を育成するための⾼度な研修を実施します。

4．国際規格認証に向けた体制整備
農業・⾷品産業分野における⽇本発の国際規格を輸出⼒の強化に結び付ける

ため、当該国際規格の普及・認証体制整備を⾏います。

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等
委託

［お問い合わせ先］⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品製造課基準認証室（03-6744-2096）

○ ⺠間の取引条件等の課題を解決
○ 輸出拡⼤に向け、規格に既に合致している我が国産品をそのまま市場に

出せる環境を整備

○ 輸出実績の向上に貢献するJAS等の国際標準化や農業・⾷品産業分
野における国際標準の活⽤に向けた体制整備等を推進

4．国際規格認証に向けた体制整備

国際標準の戦略的活⽤

JAS等をベースとした国際標準化の推進

１．ISO及び諸外国の国際標準化状況調査
２．国際規格の制定等
３．国際標準化等にかかる専⾨⼈材の育成

国際標準化活動の
実践

農林⽔産物・⾷品の
輸出環境整備

令和8年度予算概算要求額 35百万円（前年度 35百万円）

 農林⽔産業・⾷品産業に国際標準化のノウハウ・経験を蓄積
 業界による積極的な国際標準化、国際規格の活⽤の促進

２ー３．グローバル産地づくり推進事業のうち
JAS等の国際標準化による輸出⼒強化委託事業

７



【令和８年度予算概算要求額 457百万円（前年度 196百万円）の内数】
＜対策のポイント＞
飲⾷料品製造業分野及び外⾷業分野における外国⼈材の確保と適正かつ円滑な受⼊れに向けて、外国⼈材の知識・技能を評価・確認する試験の作
成・更新、働きやすい環境の整備を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 飲⾷料品製造業分野及び外⾷業分野における外国⼈材の確保
○ 外国⼈材が働きやすい労働環境の整備の推進

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．技能試験の円滑な実施
外⾷業分野における、外国⼈材の知識及び技能を評価・確認するための試験

の作成・更新を⽀援します。

２．外国⼈材が働きやすい環境の整備
飲⾷料品製造業分野及び外⾷業分野で就労する外国⼈材が働きやすい環境

整備等のために相談窓⼝の設置、優良事例の収集・周知、特定技能外国⼈の
受⼊れ体制整備等の取組を⽀援します。

＜事業の流れ＞

国

定額

３．外国⼈材受⼊総合⽀援事業のうち
飲⾷料品製造業分野及び外⾷業分野

１．技能試験の円滑な実施

２．外国⼈材が働きやすい環境の整備
外国⼈材等がアクセスしやすい相談体制の整備、優良事例の収集・周知、特定

技能外国⼈の受⼊れ体制の強化等

⽇本で即戦⼒となり得る知識及び技能を有しているかを確認するために必要な
試験の作成・更新（外⾷業分野）

＜優良事例調査・周知＞

⾷品企業等

＜受⼊体制（審査）強化＞

委託
⺠間団体等

（独法を含む）

（１の事業、２の事業の⼀部）

（２の事業の⼀部）

・多⾔語化によるコールセンター
を設置（電話、オンライン、対
⾯式等）し、相談体制を整備

・成功事例を動画や記事にとり
まとめ、特設webページ等により
周知

・⾷品企業等からの協議会加
⼊申請に向けた審査業務等の
体制強化

・試験問題作成・更新 ・学習⽤テキストの作成・更新 ・適切な技能⽔準の確保に向
けた試⾏試験の実施

［お問い合わせ先］
（１の事業） ⼤⾂官房新事業・⾷品産業部外⾷・⾷⽂化課 （03-6744-2053）
（２の事業の⼀部） ⾷品製造課 （03-6744-2064）
（２の事業の⼀部） 新事業・国際グループ（03-6744-2397）８


